
倉吉市公立保育所再編における現在までの経過 

 

（経過） 

○平成 24年度 

・平成 24年 ７月 「倉吉市公立保育園のあり方検討委員会」を設置 

＜目的＞ 

児童の成長発達を促す適正規模、次代のニーズに合わせた保育を実践するための効果

的、効率的な保育所運営と施設整備及び再編計画等について調査研究を行い、今後の公

立保育所のあり方の方向性を取りまとめ、市長に提言する。 

・平成 24年 ７月～12月 「倉吉市公立保育所のあり方検討委員会」の開催（計６回） 

・平成 25年 １月 検討委員会から倉吉市へ提言 

＜検討委員会の検討内容＞ 

１ 保育の適正規模   

児童にとってより良い保育環境を提供することを基本とした適正な規模の検討 

２ 公立保育所の再編計画  

保育の適正規模、今後の児童の出生状況、施設の老朽化の状況、市内の保育所の設

置状況等を勘案した公立保育所の将来的な配置計画の作成 

３ その他 

時代のニーズに応じた保育機能の検討等 

＜提言＞ ～一部抜粋～ 

１ 保育所の適正規模化 

・幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期ですが、近年の

少子化の進行等により、地域において集団で遊ぶ姿がほとんど見られなくなり、子ど

も同士の関係の中で育つ社会性や人間関係の育ちが危惧される状況になっています。 

・特に幼児期の後期では、集団の中で遊びを通して、社会生活を営む上で大切な自主と

協調の姿勢や態度を身に付けていきますが、こうした姿勢や態度が生涯にわたる人と

の関わりや生活の基礎となっていきます。そのため、保育所等における子ども同士や

保育職員との関わりが子どもの成長にとって大切な機会となっています。 

・そこで、市内の全ての公立保育所で、３歳から５歳の各年齢ごとに、社会性や人間関

係づくりに視点をあて、適正規模について検討しました。これは、１人の保育士で十

分に子どもに向き合うことができ、遊びの楽しさを通して年齢に応じた子どもや集団

の力を引き出すことを目的として、保育の実践を行う中で構成人数による効果と課題

を出しあい、年齢ごとの望ましい人数について考察したものです。 

・本委員会では、この考察結果と合わせ、研究者や各種団体による先行データを参考に、

年齢別クラスの望ましい人数及び１園当りの定員規模の目安として、次のとおりとし

ました。 

○年齢別クラスの児童数 

3 歳児：10～15 人程度、4 歳児：18～20 人程度、5 歳児：20～23 人程度を目安とす
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・平成 25年 １月～提言を受け、施設の耐震性、老朽化等を踏まえた具体的な再編計画素案

の検討 

・平成 25年 ３月 公立保育所の再編計画素案を策定、公表 

○平成 25年度 

・平成 25年 ４月～公立保育所の再編計画素案に対する市民へのパブリックコメント 

・平成 25年 ４月～各公立保育園保護者、地域等への説明会の開催、意見集約（４～７月） 

・保護者対象 ７園 10回（複数回実施園あり） 

・地区住民対象 12地区 12回（灘手、明倫、関金は保護者会と合同で

実施、西郷、小鴨は実施なし。） 

・平成 25年 ６月 パブリックコメント集計結果公表 

・平成 25年 ７月 関金保育園と山守保育園の統合に関する説明会 

・平成 25年 ９月 再編計画素案についての質問・意見を市報に掲載 

・平成 25年 10月～上小鴨保育園 耐震改修及び大規模改修工事（H26.3月完成） 

・平成 25年 11月 関金保育園・山守保育園統合（H25.11.5） 

○平成 26年度 

・平成 26年 10月～西郷保育園 増改築工事（H27.3月完成） 

・平成 26年 11月～小鴨保育園 増改築工事（H27.3月完成） 

○平成 27年度 

・平成 28年 １月 公立保育所の再編計画素案を一部修正し再編計画案を策定 

る。 

○１園当りの定員・・・概ね 70人から 90人を目安とする。 

これは、上記の３歳児から５歳児までの各年齢別クラスの児童数の少数と多数の合計

人数に、３歳未満児を一定数見込んだ上で、算出したもの。 

２ ニーズに合わせた施設環境の整備 

保育施設を再編することにより、施設の集約を図りながら、市の財政状況を考慮し、

限られた財政的資源の適切な配分により、計画的な整備を推進していく必要がありま

す。特に、低年齢児の増加に対応した保育室の確保等、児童にとって適切な環境の整備

が急がれるところです。 

３ 保育職員の適正配置 

・保育の現場においては、入所児童の低年齢化等に伴い保育士の必要数が増す中で、多

くの臨時職員等で補っており、さらに年々その確保が難しくなっている現状にありま

す。 

・この現状を改善していくため、再編により子どもの集団規模を確保することにより、

年齢別クラス担任への正規職員の配置等、職員の適正配置と保育士の増員ニーズへの

対応がし易くなると考えられます。 

・また、保育士の確保に加え、保育ニーズに適切に対応できる保育職員の質の確保が求

められており、今後においても、研修の充実と、保育職員自身の研鑚を期待するとこ

ろです。 
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